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鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の一部を改正する規則新旧対照表   改正後 改正前 ○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則 ○鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則 昭和四十一年四月二十二日規則第三十号 昭和四十一年四月二十二日規則第三十号  （この規則の趣旨） （この規則の趣旨） 第一条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成十四年法律第八十八号。以下「法」という。）の施行に関しては、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令（平成十四年政令第三百九十一号）及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則（平成十四年環境省令第二十八号。以下「省令」という。）に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 
第一条 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成十四年法律第八十八号。以下「法」という。）の施行に関しては、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行令（平成十四年政令第三百九十一号）及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則（平成十四年環境省令第二十八号。以下「省令」という。）に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 第二条～第三条 略 第二条～第三条 略 第四条 略 ２ 略 ３ 法第五十六条（鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律（平成十九年法律第百三十四号）第九条第六項において読み替えて適用する場合を含む。）に規定する狩猟者登録の申請書は、別記様式第六号のとおりとする。 ４ 略 第五条 法第九条第九項、法第四十六条第二項及び法第六十一条第五項の規定による申請並びに法第四十六条第一項、法第六十一条第四項（鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第九条第六項において読み替えて適用する場合を含む。）、省令第七条第十一項から第十四項まで、省令第五十条及び省令第六十五条第十項の規定による届出は、別記様式第八号によりしなければならない。  

第四条 略 ２ 略 ３ 法第五十六条に規定する狩猟者登録の申請書は、別記様式第六号のとおりとする。   ４ 略 第五条 法第九条第九項、法第四十六条第二項及び法第六十一条第五項の規定による申請並びに省令第七条第十三項及び第十四項、省令第五十条並びに省令第六十五条第十項の規定による届出は、別記様式第八号によりしなければならない。 
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別記様式第１号（第２条関係） 別記様式第１号（第２条関係）    
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様式第２号（第３条関係） 様式第２号（第３条関係）                       

 

  様式第３号（第３条関係） 略    様式第３号（第３条関係） 略 
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様式第４号（第４条関係） 様式第４号（第４条関係）                            
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様式第５号（第４条関係） 様式第５号（第４条関係）                            
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様式第６号（第４条関係） 様式第６号（第４条関係）        
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様式第７号（第４条関係） 様式第７号（第４条関係）                            
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様式第８号（第５条関係） 様式第８号（第５条関係）                                 裏面 略 

                          裏面 略 
 


